（細則様式第５号）


中小企業者油外収益確保等取組支援事業
事業計画書

住　　所
名　　称
代表者名

１．補助事業の内容
（１）事業名称
	補助事業で取り組む新規事業の内容がわかる名称を記載してください



（２）事業の目的・内容
	[bookmark: _Hlk220057157]補助事業で取り組む新規事業の内容と目的について、想定する顧客と提供するサービスや商品の販売形態を明確にして、具体的に記載してください









（３）事業背景
	①自社の概要

	自社の概要(資本金、従業員数、売上推移)や現在行っている事業等について記載してください。




	②運営しているＳＳ事業の現状及び燃料の安定供給に関する課題等

	（ア）当分の間税率廃止による影響
暫定税率廃止によるSS事業への影響について記載してください。




（イ）その他
原油高騰や従業員の確保等、（ア）以外の影響によるものについて記載してください。





	③新規事業を計画するに至った経緯

	自社の強み・弱み・機会・脅威等を踏まえ、新規事業を実施することの必要性について説明してください。






（４）新規事業実施の必要性・意義・効果
	補助事業で取り組む新規事業の市場性・将来性・高付加価値性について根拠を示して記載してください。







（５）新規事業が地域社会に及ぼす影響（複数回答あり）
	下記の当てはまるものに☑をしてください
☐①地域経済への経済波及効果が見込める
☐②社会的インフラ・エッセンシャルサービスを担う　　☐③雇用の創出・賃上げ効果が見込める
☐④地場産業の振興・下支えが見込める　　☐⑤地域課題への貢献・解決が見込める
☐⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）



（６）設備導入スケジュール
	設備名
	６月　 ７月　　８月 　９月 　１０月　　１１月 　１２月 　　１月 　　２月

	①
	

	②
	事業実施期間（交付決定から２０２７年２月まで）における設備導入スケジュールを記入してください。具体的には、設備ごとに実施月・期間を矢印等で示してください。


	③
	

	④
	

	⑤
	

	⑥
	

	⑦
	

	⑧
	

	⑨
	



（７）必要な資格・許認可等
	補助事業で取り組む新規事業の開始にあたり必要な資格や許認可等がある場合は、その内容と取得見込み時期を記載してください。それらが補助事業期間中に取得できない場合でも、補助事業を完了した日の属する会計年度の翌年度の６月末日まで取得を完了し、新規事業を開始できるよう計画してください。



（８）補助事業実施体制
	補助事業で取り組む新規事業を実施するための体制（人材、事務処理能力等）、資金の調達方法について説明してください。社内・社外を含め全体像が分かるように図を用いるなどして記載してください。










（９）補助事業終了後の展開
	補助事業完了後８年間（収支計画期間）における新規事業の展開や、商品・サービスの提供を想定したマーケティング戦略など中期的な活動について行動計画を作成し、目標となる時期・売上規模など算出根拠を具体的に記載してください。









	行動計画
	１年目　　２年目　　３年目　　４年目　　５年目　　６年目　　７年目　　８年目

	①
	補助事業終了後８年間（収支計画期間）におけるスケジュールを記入してください。行動計画ごとに実施年・期間を矢印等で示してください。


	②
	

	③
	

	④
	

	⑤
	






２.　補助対象経費の内容
経費の分類ごとに内容と用途を記載し、合計金額（消費税を除く）を記入してください
	（１）機械装置・システム構築費
	円

	【内容・用途】
①補助事業で実施する新規事業の為に必要な機械装置の購入、制作、借用に要する費用
②補助事業で実施する新規事業の為に必要な専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する費用
③①又は②と一体で行う改良、据え付け又は運搬に要する費用
※１ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）における「機械及び装置」に係る経費が対象
※２　船舶、航空機、車両及び運搬具に係る費用は対象外
※３　借用は補助事業実施期間分のみ対象



	（２）器具・備品
	円

	【内容・用途】
①補助事業で実施する新規事業の為に必要な機器の購入に要する経費
②①の据え付け又は運搬に要する費用
※１ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）における「機器及び備品」に係る経費が対象
※２　新規事業での使用が明確に区分されるものに限る
※３　文房具等・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEBカメラ・ウェアラブル端末・PC周辺機器（ハードディスク・ＬＡＮ・Ｗｉ-Ｆｉ・サーバー・モニター・スキャナー・ルーター、ヘッドセット・イヤホン等）・電話機・家庭用電気機械器具・その他汎用性が高く目的外使用になりえるものは対象外



	（３）建物費（新築を除く）
	円

	【内容・用途】
補助事業で実施する新規事業のために必要な建物の改修（内装工事）・撤去、建物付属設備工事、建物に付随する構築物の建設に要する経費
※１ 減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）における「建物」、「建物附属設備」、「構築物」については、改修する建物に付随（一体または隣接）しており、一体的に使用され、改修する建物より耐用年数が短い構築物のみが対象
※２　耐用年数が１５年を超えるものは対象外
※３　撤去費用のみでの計上は不可
※４　構築物の建設経費のみでの計上は不可


	（４）クラウドサービス利用費
	円

	【内容・用途】
補助事業で実施する新規事業のために使用されるクラウドサービスの利用に関する経費
※１　具体的には、サーバーの領域を借りる費用、サーバー上のサービスを利用する費用等が対象
※２　補助事業実施期間分のみ対象



	[bookmark: _Hlk220056204]（５）広告宣伝・販売促進費　※補助上限額=補助対象経費全体の1/10
	円

	【内容・用途】
補助事業で実施する新規事業に係る広告（パンフレット、動画、写真等）の作成及び媒体掲載、PR等に係るウェブサイトの構築、展示会出展、ブランディング・プロモーションに係る経費
※１　補助事業期間内に広告等が使用・掲載・実施されることが必要
※２　補助事業以外の自社の製品。サービス等の広告や会社全体のPR広告に係る経費は対象外
※３　本経費の補助上限額は補助対象経費全体の１/１０



	（６）外注費　※補助上限額=補助対象経費全体の1/10
	円

	【内容・用途】
上記（１）から（５）に該当しない経費であって、補助事業で実施する新規事業のために遂行に必要な業務の一部を第三者に委託（委任）・外注するために支払われる経費
※１　自ら実行することが困難な業務に限る
※２　委託内容、金額等が詳細に明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要がある
※３　本経費の補助上限額は補助対象経費全体の１/１０



	（７）その他諸経費
	円

	【内容・用途】
補助事業で実施する新規事業のために必要な経費で上記（１）～（６）に該当しないもの
※事前に資源エネルギー庁に補助対象経費となる承認を得たものに限る



	合　　　計
	円



３．収支計画及び投資回収期間
収支計画表（別紙４）のとおり
2

3
